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人口減少対策として、大学等卒業後の若者のＵターンを促すことを目的に、奨学金・教

育ローンの返済に対する支援制度として、金融機関と連携し、「愛南町戻りがつお奨励

金」を創設しました。内容は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 対象者 

   町と連携した金融機関から教育ローンを借りた令和８年度以降の大学入学者等及び

日本学生支援機構から奨学金を借りた令和８年度以降の大学等入学者等のうち、最終

学校を卒業後 10年以内に愛南町に戻り住所を有した者 

 

２ 奨励金の限度額 

  ・教育ローンの場合 

在学１年当たり元金最大 600千円＋利息２％相当 

（４年制大学の場合、最大 2,841千円） 

  ・奨学金の場合 

    ４年制大学の場合、最大 2,400千円 

 

３ 奨励金の支給方法 

   対象者の申請により、奨励金の 10分の１ずつを最大 10年間交付 

 

４ 連携金融機関 

   伊予銀行愛南支店、愛媛銀行城辺支店、宇和島信用金庫南宇和支店 

   宿毛商銀信用組合、えひめ南農業協同組合南宇和支所 

   愛媛県信用漁業協同組合連合会（愛南店・愛南御荘店（愛南漁協内）・久良店（久良

漁協内）） 

 

 

【お問い合わせ先】 企画財政課政策推進室 室長 桑原 真也 

                主幹 好岡 英樹 

                〒798-4196 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2420 

                TEL0895-73-7075 FAX0895-72-1227 

 


